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石川県の制度紹介第1章
建設業の許可について

▶建設業を営むには許可が必要です
　建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の適正な施工を確保し、発注者
を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進するために制定された法律です。
　建設業を営むには、この法律により大臣又は知事の許可を受けなければなりません。

▶建設業許可の例外
　このように建設業を営むには許可が必要ですが、「小規模な工事」のみを請け負う場合
は必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。
　「小規模な工事」とは建築一式工事では1件1,500万円未満の工事（消費税込）又は延
べ面積150㎡未満の木造住宅工事、それ以外の工事では、1件500万円未満の工事（消費
税込）をいいます。

▶建設業許可の種類と区分について
（１）大臣許可と知事許可について
　 ・…大臣許可…：……２つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は国土交通

大臣の許可を受けなければなりません。
　　　　　　　　　　【問い合わせ先】国土交通省北陸地方整備局建政部
　　　　　　　　　　【提 出 窓 口】石川県土木部監理課建設業振興グループ
　 ・…知事許可…：……石川県内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合はすべて石川県知

事許可申請となります。
　　　　　　　※石川県知事許可を申請の方は次のページをご覧ください。

（２）特定建設業と一般建設業について
　 ・…特定建設業…：……発注者から直接請け負った建設工事１件につき、その下請代金の合計

額が建築一式工事にあっては6,000万円（消費税込）、建築一式以外
の工事にあっては4,000万円（消費税込）以上となる下請契約を締結
して建設工事を施工するときは特定建設業の許可が必要です。

　 ・…一般建設業…：……上記の特定建設業に該当する以外の場合には、請負代金の多少にかか
わらず一般建設業許可により建設工事を施工することができます。
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①許可取得の主な要件（詳しくは「建設業の許可申請のしおり P7〜 P14」参照）
・…経営業務の管理責任者として経験がある者を有していること
・…専任の技術者を有していること
・…請負契約に関して誠実性を有していること
・…請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
・…欠格要件に該当しないこと

②許可申請書・添付資料（詳しくは「建設業の許可申請のしおり P17」参照）
・…許可申請書様式（県監理課ホームページからダウンロード可能）
（注）・…納税証明書：県税事務所で取得
　　・…登記されていないことの証明書：金沢地方法務局で取得
　　・…身分証明書：本籍地の市区町村で取得
　など、監理課ホームページから取得できない書類が必要となる場合があります。

③各土木総合事務所へ提出（詳しくは「建設業の許可申請のしおり P25」参照）
・…南加賀土木総合事務所… TEL…0761-21-3333
・…石川土木総合事務所… TEL…076-272-1188
・…県央土木総合事務所… TEL…076-241-8201
・…中能登土木総合事務所… TEL…0767-52-5100
・…奥能登土木総合事務所… TEL…0768-22-0567

④審査・受付
・…申請書類に不備や不足等がある場合は、修正が完了するまで受付できません。
・…許可通知には、土木総合事務所での受付後30日程度を要します。
（注）許可が必要となる日から逆算して申請する必要があります。

建設業許可申請手続きの流れ（石川県知事許可を取得する業者）
①建設業許可の要件を満たしているか確認

↓
②建設業許可申請書・添付資料の作成（準備）

↓
③各土木総合事務所へ提出

↓
④審査・受付

↓
許可通知発行
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経営事項審査について

　経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとす
る場合に、建設業許可業者が受けなければならない審査です。また、経営事項審査には
有効期間があるため、常時公共工事を受注するためには、有効期間が切れ目なく継続す
るよう、経営事項審査を受審する必要があります。

▶経営事項審査申請フロー

※②の経営状況分析申請は登録経営状況分析機関への申請になります。
（分析機関の一覧については「経審の手引き」の P51を参照してください）

▶審査項目について
【県が行う審査】
　・…経営規模（工事種類別年間平均完成工事高、自己資本額、利益額）
　・…技術力（種類別技術職員数、元請完成工事高）
　・…その他の審査項目（労働福祉、営業継続、建設機械の保有等の状況）

【登録分析機関が行う審査】
　・…経営状況（純支払利息比率、売上高経常利益率、自己資本比率等）

▶審査窓口・問い合わせ先
【知事許可業者】
　・…南加賀土木総合事務所庶務課… ℡…0761-21-3333
　・…石川土木総合事務所庶務課… ℡…076-272-1188
　・…県央土木総合事務所庶務課… ℡…076-241-8201
　・…中能登土木総合事務所庶務課… ℡…0767-52-5100
　・…奥能登土木総合事務所庶務課… ℡…0768-22-0567

【大臣許可業者】
　・…土木部監理課建設業振興グループ… ℡…076-225-1712

【
審
査
前
月
末
ま
で
】

①
事
業
年
度
終
了
報
告

②
経
営
状
況
分
析
申
請

③
経
審
受
審
申
し
込
み

（※
往
復
ハ
ガ
キ
に
よ
る
）

④
経
営
事
項
審
査
申
請

⑤
総
合
評
定
値
の
通
知

【
審
査
当
月
】

【
審
査
翌
月
末
ま
で
】
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入札参加資格について

▶競争入札参加資格（指名願）とは
　石川県では、地方自治法の規定に基づき、県が発注する建設工事等の競争入札に参加
するために必要な資格等（競争入札参加資格）を定めています。
　石川県が発注する建設工事の競争入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格を取
得し、有資格者となる必要があります。

▶競争入札参加資格の申請に必要な要件
以下の全てに該当する者であることが必要です。

（１）建設業許可を有し、かつ、経営事項審査の総合評定値の通知を受けている者
（２）社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）に加入している者
　　※　法律により各保険の適用が除外されている場合は加入する必要はありません。
（３）県税（個人県民税を除く。）及び消費税の未納がない者
（４）地方自治法施行令第167条の4に定める破産者等でない者

▶申請の手続き
　定期申請（２年に１度）と随時申請があり、申請受付期間中に、インターネットから
の電子申請と必要書類（納税証明書等）の送付を行っていただく必要があります。
　詳細については、石川県土木部監理課ホームページに掲載しています。

〈石川県土木部監理課ホームページ〉
http://www.pref. ishikawa.lg.jp/kanri/index.html

▶入札参加資格の格付けについて
　入札参加資格の審査の結果、経営事項審査の点数（客観点数）と県独自の審査項目に
基づく点数（主観点数）を合計した総合点数に基づき等級の決定を行い（格付け）、石川
県の有資格者名簿へ登載されます。
　石川県が建設工事を発注する際は、原則として、発注予定金額に対応する等級の有資
格者に対して発注することとしています。

〈等級及び発注予定金額の例〉
（土木一式）
等級 総合点数 発注予定金額
A 850 以上 3,000 万円以上
B 760 以上 850未満 1,500 万円以上 3,000 万円未満
C 680 以上 760未満 500万円以上 1,500 万円未満
D 680 未満 500万円未満
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主観点数（主観的事項審査）制度について

▶主観点数とは
　国が定めた基準である経営事項審査（客観点数）の点数だけでは計れない災害復旧や
雇用など地域経済への貢献のほか、技術力向上や社会貢献に熱心な地元の建設企業を適
切に評価する仕組みとして、県独自の審査項目により加点又は減点を行う制度です。
　経営事項審査に基づく点数（客観点数）と県独自の審査項目に基づく点数（主観点数）
を合計した総合点数により、有資格者の格付けを行います。

▶審査対象項目（平成29年度）
区　分 評価項目 評価点数

技 術 力

工事成績 △25点〜 100点
優良工事表彰 知事20点、部長10点
ISO9001の認証 10点
契約後VE提案 15点

社 会 性

ISO14001の認証等 5〜 10点
災害協定の締結 県協会10点、地区協会5点
次世代育成雇用環境 10点
障害者の雇用 10点
新分野進出 15点
社会的取組み（10項目） 1項目5点、2項目以上10点

そ の 他 指名停止、営業停止 処分期間に応じて減点する

▶申請の手続き
　主観的事項審査の申請受付は例年２月頃に行っており、申請項目に関する証明書等の
必要書類を提出する必要があります。
　詳細については、石川県土木部監理課ホームページに掲載しています。

〈石川県土木部監理課ホームページ〉
http://www.pref. ishikawa.lg.jp/kanri/index.html
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石川県の入札制度について

▶電子入札の実施
　石川県では、平成26年6月より、建設工事等の競争入札について、電子証明書（ＩＣカー
ド）を用いた電子入札を全面実施しており、入札に参加するためには、電子入札システ
ムに対応した環境を整備する必要があります。
　工事の発注見通し、入札公告及び入札結果についても、入札情報システムを通じ、イ
ンターネット上で公表しています。
　電子入札等については、「石川県CALS/EC ホームページ」をご参照ください。

〈石川県 CALS/EC ホームページ〉
http://www.pref. ishikawa.lg.jp/kanri/cals-ec/cals-ec.html

▶入札の方法
（１）一般競争入札
　　①一般競争入札とは
　　　…　契約に関する公告を行い、一定の要件を満たす不特定多数の者を入札の方法によって競

争させ、最も有利な条件を提供した者との間に契約を締結する方法です。

　　②対象となる工事
　　　…　予定価格3千万円以上の工事

　　③入札参加の要件
　　　…　石川県の建設工事に関する入札参加資格を有する者であるほか、入札参加者の施工能力

を担保するため、営業所の所在地、平均完成工事高及び施工実績等の要件を個別の案件ご
とに設定しています。

　　④落札者の決定
　　　…　入札参加者が不特定多数の者にわたることから、工事の品質を確保するため、価格と価

格以外の要素（企業の技術力等）の評価により落札者を決定する総合評価方式を実施して
います。

（２）指名競争入札
　　①指名競争入札とは
　　　…　資力、信用その他について、適当と認められる特定多数の競争参加者を選んで、入札の

方法によって競争させ、最も有利な条件を提供した者との間に契約を締結する方法です。

　　②対象となる工事
　　　…　予定価格250万円超3千万円未満の工事

7

第 1章石川県の制度紹介



　　③指名者の選定
　　　…　石川県の建設工事に関する入札参加資格を有する者の中から、営業所の所在地や施工実

績等を考慮して、十分な施工能力があると考えられる者を県が選定します。

　　④落札者の決定
　　　…　最低制限価格以上予定価格以下の範囲内で、最も低い価格をもって入札した者を落札者

とします。

▶総合評価方式
　工事の品質確保を目的として、価格と価格以外の要素（企業の技術力等）を考慮した
総合的な評価値が最も高い者を落札者とする方式であり、石川県では、一般競争入札の
対象となる工事において、以下により実施しています。

〈評価区分〉
①提案型（原則：WTO対象工事）
　施工上の課題に対する技術提案と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する方法です。

②評価Ⅰ型（原則：６千万円以上WTO対象工事未満）
　施工上の課題に対する技術提案、企業や配置予定技術者の技術力、地域貢献度、地域精通度
等と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する方法です。

③評価Ⅱ型（原則：３千万円以上６千万円未満）
　簡易な提案、企業や配置予定技術者の技術力、地域貢献度、地域精通度等と入札価格を総合
的に評価して落札者を決定する方法です。

〈評価値の算出式〉

評価値=
技術評価点（＝基礎点（100点）＋加算点）

入札価格

　 ・…基礎点…：……入札参加要件を満たす者が有する、当該工事を施工するための最低限の技術力に
対する評価

　 ・…加算点…：……当該工事に関する技術提案、災害協力及び施工実績など、個々の入札参加者の技
術力等に対する評価

〈加算点の評価基準（平成29年度）〉
技術提案 企業の技術力 配置予定技術者の

技術力 地域貢献度 地域
精通度

不正
行為 合計点

（満点）技術
提案

簡易な
提案

同種
工事
の実績

工事
成績

優良
工事

ISO
認証等

同種
工事
の実績

技術者
の資格

CPD
（継続
学習）

災害
活動

除雪
協力

営業所
の
所在地

指名
停止

（談合等）

提案型 20〜
50 ▲ 2 20

〜 50
評価
Ⅰ型 10 （2） 4 1 1 1 0.5 2 1 3 ▲ 2 23.5

（25.5）
評価
Ⅱ型 5 （2） 4 1 1 （1） 0.5 0.5 2 1 3 ▲ 2 18

（21）
※（……）は特に技術力を要する工事のみに設定
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社会保険未加入対策について

　石川県では、建設業の許可申請や経営事項審査時に、社会保険加入状況の確認・指導等を行っ
ています。

▶社会保険未加入対策フロー

▶社会保険（雇用保険、健康保険、厚生年金保険）の適用事業所となる条件
社会保険の種類 加入対象事業所
雇用保険 労働者を１人でも雇用する事業所
健康保険
厚生年金保険

法人：すべての事業所
個人：常時５人以上の従業員のいる事業所

▶入札参加資格の申請について
　石川県では、平成25年度から、社会保険の加入を入札参加資格申請の要件としています。
（適用除外事業所を除く。）
　入札参加資格審査の際には、提出された経営事項審査の結果通知書における各保険の
加入状況欄をもとに審査するので、当該欄が「無」となっている場合は、保険への加入
が確認できる書類を別途提出する必要があります。

▶県発注工事の下請参加制限について
　平成27年10月から、一定の県発注工事※の下請負人を社会保険に加入している者に限
定する措置を実施しています。（適用除外事業所と下請負契約を締結することを禁止する
ものではありません。）
　社会保険に未加入の下請負人がいた場合には、必要に応じて、加入指導、通報、元請
負人に対する指名停止等を行うこととしています。

　※…　下請契約の請負代金の総額が、3,000万円（建築一式工事の場合は4,500万円）以
上となる県発注工事

▶法定福利費の適正な確保
　社会保険の保険料は法定福利費であり、建設業法上、請負代金を算定するにあたって「通
常必要と認められる原価」に含まれます。
　このため、元請負人及び下請負人は見積時から法定福利費を必要経費として適正に確
保する必要があります。

各申請時に
加入確認

未加入
発覚 通　報
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住宅瑕疵担保履行法について

　新築住宅の請負人（建設業法の許可を受けた建設業者）が、新築住宅を引き渡す際には、
「住宅瑕疵担保責任保険への加入」または「住宅瑕疵担保保証金の供託」が必要になります。
　※…　建築工事・大工工事業の許可業者が新築住宅の建設工事を請け負う場合が主な対象
となります。ただし、それ以外の業種の許可業者であっても、新築住宅の構造耐力
上主要な部分又は雨水の浸水を防止する部分を施工する場合は対象となります。

▶届出について
　住宅瑕疵担保履行法では、年２回の基準日（毎年３月31日及び９月30日）ごとに、資
力確保措置（保険加入または供託）の状況について、基準日から３週間以内（４月23日、
10月23日まで）に許可を受けている行政庁への届出が必要になります。

▶届出に必要な書類
　届出書（第１号様式）／保険契約締結証明書／保険契約締結証明書の明細

▶その他
　期間内に届出をしない場合や資力確保措置を講じていない場合は、新規契約を制限さ
れるなど、監督処分や罰則が適用される場合があります。

（例）平成29年度における届出

※…　なお平成21年10月１日以降に１件でも引渡し実績がある場合は、各対象期間（基準
日前の６ヶ月間）の引渡し実績がゼロ件であっても、ゼロ件である旨の届出が必要です。

〈問合せ先・届出先（郵送または持参）〉
〒920-8580　金沢市鞍月1－1（石川県庁15階）

石川県土木部監理課　建設業振興グループ　あて（TEL076-225-1712）

H29.4.1

H29.10.1

H29.9.30
基準日

新築住宅の引渡し実績あり

H30.3.31

H29.10.23

届出期限

H30.4.23新築住宅の引渡し実績あり
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建設業サポートデスク

建設業の抱える課題に対して、ワンストップで相談に応じます。

●●●●●●●●●●　総 合 相 談 窓 口　●●●●●●●●●●●

▶対象となる方
県内建設業者

▶支援内容
◉建設業の各種相談
…・…建設業者の先進的な取り組み事例や県の支援制度などの紹介
…・…建設業者が支援制度を活用することとなった場合の当該機関への斡旋
…・…元請下請間のトラブル解決のためのアドバイス及び関係機関の紹介

◉専門家の派遣
…・…石川県建設業アドバイザー（経営コンサルタントなどの専門家）派遣による経営相談
　（経営診断・経営計画の策定等）

▶利用方法
…・…下記の「問い合わせ先」までご連絡ください。
※簡単な質問や窓口に出向く時間がとれない方については、Ｅメールでの相談も受付け
ています。
　メールアドレス…：…kensetsu@pref.ishikawa.lg.jp

■問い合わせ先
○建設業サポートデスク（総合相談窓口）
　・…石川県土木部監理課… TEL:076-225-1712　FAX：076-225-1714
　・…南加賀土木総合事務所… TEL:0761-21-3333　FAX：0761-21-7080
　・…石川土木総合事務所… TEL:076-272-1188　FAX：076-272-1870
　・…県央土木総合事務所… TEL:076-241-8201　FAX：076-244-0915
　・…中能登土木総合事務所… TEL:0767-52-5100　FAX：0767-52-5104
　・…奥能登土木総合事務所… TEL:0768-22-0567　FAX：0768-22-2144
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（中小規模の建設業にあった原価管理とは）
石川県建設業アドバイザー

株式会社迅技術経営　代表中小企業診断士　西井　克己

はじめに

　建設業界においては、近年の建設投資の減少に伴う受注競争の激化等、厳しい経営環境に
置かれ、原価管理の必要性が提唱されてきたところですが、徹底して原価管理を行っている
と言える建設企業の割合は、まだまだ少ないのが実態です。
　建設業の方に、「原価管理は必要ですか？」と問うと、大半の方は「必要だ」と答えます。
しかし、同じ人に「貴社は原価管理を徹底していますか？」と問うと、大半の方が「徹底で
きていない」と答えます。
　このように、原価管理は、皆必要性は感じているものの、なかなか徹底できていないのが
現状なのです。
　こうした状況を踏まえ、本稿は、原価管理を徹底したいと考えている建設業の方が、自社
の原価管理を見直すための参考となるように作成しております。

▶1 原価管理の目的を定めましょう。
　建設業において、原価管理を徹底できていない理由の１つに、原価管理の目的があい
まいであり、全社的にその目的が浸透していないことがあります。
　原価管理の目的が浸透していないと、日々の仕事が忙しい等様々な理由により、原価
管理の優先順位が下がってしまいます。
　まずは、原価管理に取り組むメンバー（経営者、営業部門、管理部門、現場代理人）
が集まって、自分たちはなぜ原価管理を行うか、その目的を共有しましょう。

▶2 徹底して原価管理を行いましょう。
　原価管理は行っているが、実行予算作成前に工事を着工することがしばしばあり、また、
工事台帳の進捗管理もしていないため、現場完成後に締めてみるまで、どの程度利益が
出るのか分からない。このような状態では、だれも原価管理を信用しようとしません。
　原価管理が信用できない場合は、各部署で疑義が生じ、いわゆる一体感のない会社に
なってしまいます。

　例えば
　・……経営者は、本当に正しい利益なのか、どこかに無駄があるのではないか等の疑義を

持つ。
　・……管理部門は、投資は本当に必要なのか、むしろ外注の方が利益はでるのではないか

等の疑義を持つ。

原価管理第2章
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　・……営業部門は、この予算で本当に利益が出るのか、そもそもコストが高すぎるのでは
ないか等の疑義を持つ。

　・……現場は、どこでどのくらいのロスがでているのかわからないので、どのような改善
ができるのかも分からない等の疑義を持つ。

　これでは、適正な事業活動ができるはずなどありません。
　最初から完璧である必要はありません。まずは、どんなに簡易なものでも、経営者や
社員が「納得」できるものを作り、そしてその運用を徹底することが大切です。

▶3 従業員に適切な給与を支払っている会社は、外部に支払うお金が少ない。
　原価管理を徹底するとどんなメリットがあるでしょうか？
　原価管理を徹底し、外部への支払いを低く抑えている企業は、会社の利益を確保して
いることはもちろん、実は、従業員1名当たりの人件費も高い傾向にあります。
　表１は同友館「中小企業実態基本調査」、表２はＴＫＣ経営指標を基にそれぞれ作成し
た資料です。
　いずれのデータも、１名当たりの限界利益（限界利益＝売上－材料費－外注費）が高
い会社ほど、１名当たりの人件費が高い傾向を示しています。
　一方、１名当たりの限界利益が高い会社ほど、労働分配率（労働分配率＝人件費／限
界利益）は低い傾向にあり、このことから、外部に支払うお金を少なくするほど、従業
員も会社も喜ぶ結果となっていることがわかります。
　すなわち、労使が協力して、会社に必要な限界利益を確保することで、お互いにWIN
－WINの関係が形成されているということであり、これはまさしく地域経済を支える中
小企業のあるべき姿であるといえます。

表1　１名当たりの限界利益と人件費
「中小企業実態基本調査」に記載の経営・原価指標のうち建設業の指標を引用したもの

5 名以下 6～ 20名 21～ 50人
1 名当たりの年間限界利益（千円） 6,577 8,020 8,580
1 名当たりの年間人件費（千円） 3,749 4,192 4,268
労働分配率（％） 57.0 52.3 49.7

表2　１名当たりの限界利益と人件費（平成24年版　土木工事業）

年商0.5
億円未満

年商0.5～
1億円

1～2.5億
円

2.5～5億
円

5～10
億円

10～20億
円

1 名当たりの年間
限界利益（千円） 4,656 5,628 7,116 8,388 9,816 11,700

1 名当たりの年間
人件費（千円） 2,796 3,396 4,056 4,457 4,812 5,256

労働分配率（％） 59.9 60.4 57.1 53.0 49.1 44.8
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中小規模の建設業が目指すべき原価管理とは？

　中小規模の建設業は、原価管理を「徹底」することで、あるべき姿に近づくことができます。
しかし、ひと口に「徹底」と言えど、実際にどこまで行えば「徹底」していると言えるのでしょ
うか？
　企業の数だけ、そのやり方は存在すると言えますが、あえて具体例をあげれば、「同業他社
に原価管理体制を説明する機会があったときに、経営者、管理部門、営業部門、現場代理人
が、他社に説明して恥ずかしくないと思えるレベル」であり、図１の「原価管理改革サイクル」
のような内容となります。
　原価管理改革サイクルは、（１）工事着工前に実行予算を作成する→（２）実行予算書の詳
細を経営幹部が承認する→（３）実行予算の執行状況が分かる工事台帳を作成する→（４）
会議前に現場代理人と経理が会議資料（工事台帳及び工事別付加価値一覧表）を作成（更新）
する→（５）会議（月２回程度）で各現場の現場状況・採算進捗状況を報告する。また、報告
だけではなく、具体的改善策（行動計画）を決議する→（６）会議で決議した改善策を実行
する→（７）現場完成後、なぜ予算と実績に差異が発生したのかを検証する→実行予算作成
の精度を高めるため、次の（１）工事着工前に実行予算を作成するという循環（サイクル）
になります。すなわち、原価管理改革サイクルは、工事原価の予実管理＊であると言えます。
＊…予算実績管理のこと。予算と実績を比較してその達成率と達成の状況を検討して、目標に達していない場
合にはその理由を明らかにし、新たに目標を達成するための対策を取り、目標達成を管理していくこと

図1　原価管理改革サイクル

❶工事着工前に実行予算を作成し、
❷幹部が予算承認

❸日報や請求書を基に
経理が工事台帳に
執行状況を記入

❹現場代理人と経理が
会議前に工事台帳及び工事
別付加価値一覧表を更新

❼成功事例・
失敗事例をまとめる

❻改善策の実行

❺月2回の会議で
各現場の現場状況や予算
執行状況を打ち合わせ

毎日日報を
記入する
しつけ

現場代理人が
予算執行状況を
把握しやすい
資料づくり

報告だけではなく
必ず改善のための
行動計画も決議
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原価管理改革サイクルを確立するための各項目毎のポイントを示します。

（１）工事着工前に実行予算を作成する

・……必ず現場代理人が実行予算を作成すること
・……１現場でいくつも工種が存在する場合はその工種毎（4－1原価管理フォーマッ
ト工事台帳参照）に作成すること

（２）実行予算書の詳細を経営幹部が承認する

・……実行予算承認前に工事を着工しないこと
・……現場代理人はもちろん、経営幹部がこの工事の懸念点（仕様が固まっていない、
不得意な施工内容が存在する等）を把握すること

（３）実行予算の執行状況が分かる工事台帳を作成する

・……工事台帳の作成は、管理部門が行なうこと
・……管理部門が、現場代理人にヒアリングをしなくても、納品書と現場日報を基に、
「工事の進捗率」を除いて工事台帳を作成できること
・……月締めではなく、日で、少なくとも週単位で締め、リアルタイムに予算の執行
状況を把握すること

・……以上のポイントを達成するために、現場で作成する日報は、毎日必ず作成する
こととし、材料や外注費は、安易に（納品書がないと）支払わないことを徹底
すること

　　
（４）会議（月２回程度）で各現場の現場状況・採算進捗状況を報告する

・……予算の執行状況と現場の進捗状況の差を把握しやすい資料をつくること
　…「４－１　原価管理フォーマット工事台帳」は、工事毎に１枚作成し、工事単
体での予実管理を行います。
　…「４－２　原価管理フォーマット工事別付加価値一覧表」は、期首から期末ま
での工事一覧表であり、会社全体としての予実管理を行います。
　…いずれも、会議出席者が、より進捗状況を把握しやすいよう各資料をペーパー
１枚にまとめ上げることが大切です。

（５）現場完成後、なぜ予算と実績に差異が発生したのかを検証する

・……成功事例や要改善事例の報告だけにとどまらないこと
　…成功事例の場合は、他の現場に水平展開するためには何を行うべきか、行動計
画を示し、決議すること
　…要改善事例の場合は、なぜ予算を下回ったのかの説明に終始するのではなく、
今後失敗しないためには何を行うべきか、行動計画を示し、決議すること

　原価管理を徹底するためには、自社の現状に応じた原価管理改革サイクルを確立すること
が大切です。

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント
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　さらに、原価管理改革サイクルを継続することで、常に自社にあった原価管理を追い求め
ることが大切です。
　表３に現状と今後のアクションの一例をまとめましたので、自社のレベル把握の参考にし
てください。

表3　現状と今後のアクション

原価管理
レベル 現　　状 今後のアクション

レベル１ 期末の工事原価を見て全体として
コストダウン

現場別に実行予算と工事台帳を作
成する

レベル２
現場別に実行予算を立案している
ものの、工事台帳は現場完成後に
集計しているので、実質活用でき
ていない

工事台帳で実行予算の実施状況と
工事進捗を管理する

レベル３
一部の現場代理人のみが原価管理
（実行予算を立案し、工事台帳で進
捗管理）を行っている

現場代理人全員が原価管理を行う
（全社一丸となって原価管理を徹底
して実施する）
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原価管理が徹底できている企業とは？

▶1 原価管理が徹底できている企業の共通点
　これまで中小規模の建設業を支援してきた中で明らかになった、原価管理が徹底でき
ている企業の共通点をご紹介します。
　
■�経営者が、原価管理の重要性を理解し、トップダウンで原価管理を推進して
いる。
　原価管理が徹底できている企業は、経営者が、社内の理解を得るまで、繰り返しそ
の重要性を説明しています。

■�経営幹部及び現場代理人並びに管理部門・営業部門の管理者は、なぜ原価管
理を徹底しなければならないのかその目的を理解している。
　原価管理が徹底できている企業は、現場代理人や管理者が、最大の協力者や理解者
となっています。

■�現場代理人、管理部門の中に、原価管理の目的を理解し、それを、自分の
言葉で部下に伝えることができるキーマンがいる。
　原価管理が徹底できている企業は、最大の理解者となった現場代理人や管理者が、
ただ社長の言葉を伝えるのではなく、社長の言葉を自分で理解し、自分の言葉で部下
に伝えています。

■�完璧ではなくても、とりあえず目的に向かって前に進めようという雰囲気があ
る。
　原価管理が徹底できている企業は、最初から完璧を目指すのではなく、まず前に進
めて、進みながら１つずつ課題を解決しています。

■�会議に使用する資料には、会議の内容を理解するために独自に工夫した定番
品（工事台帳や工事別付加価値一覧表）がある。
　原価管理が徹底できている企業は、会議に必要な情報を示した資料を定番化し、毎
月同じ内容を繰り返すことで、メンバーの原価管理スキルを向上させています。

■�自社でカスタマイズできるソフト（エクセル等）で運用し、１つ１つの課題を
解決することで、自社にあった原価管理体制を確立している。
　原価管理が徹底できている企業は、自分たちが原価を把握（管理）しやすいフォーマッ
トにするため、自分たちでカスタマイズできるソフトを使用しています。
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工事別付加価値一覧表

作成日 作成者

工事原価
⑦

①-②-③ ②+③+⑤+⑥ ①-⑦

付加価値
工事原価

合計
工事

粗利益

00,6000,1000,3000,2000,7000,1000,3000,3000,02木々佐5/3～1/21井西11002 0 7,000 35.0% 2,000 3,000 5,000 500 500 1,000 19,000 1,000 5.0%

経理が記入
現場管理者が記入

⑮⑬⑫⑪⑨
⑭-⑨’⑩-’⑨

付加価
値見込

工事
粗利益

000,1000,5%0.04000,8000,21000,2000,5000,5000,02木々佐5/3～1/2111002 2,000 10.0%

①

率

実行予算

⑩

合計経費外注費
率

⑭
⑩＋⑫＋⑬

実行予算原価計

18,000西井

工事番
号

工期 担当者
完成

工事高
材料費現場名

○月実績累計 工事粗利益見込み

外部購入費用

付加価値見込 人件費 工事雑品

材料費

完成までの見込み
⑥

完成
工事高

外注費

④

率

⑧

率

労務費

合計
○月まで
の実績
累計

完成ま
での見
込み

合計

○月
までの
実績
累計

完成ま
での見
込み

工事毎
に分類
できない
工事雑

人件費＋工事雑品

工事番
号

工事
進捗率

現場名 工期 担当者
予算

消化率

ステージ
（例実行
予算作

成・完工）

工事経
費

合計

⑤③②

材料費 外注費
工事経
費

合計

○4-2 原価管理フォーマット工事別付加価値一覧表【例】

○4-1 原価管理フォーマット工事台帳【例】

円千円千A）抜税（額金約契
円千円千B費経・注外・料材
円千円千)B-A（＝C値価加付事工
円千円千)D（費務労
円千円千)D-C（＝E利粗事工％○○　　工施社他請元□％○○　　工施社自請元□

％％率利粗事工％○○　　工施社自請下□

予算消化率
仮設工事 土木工事 ○○工事 その他 小計 ○○月 ○○月 ○○月 ○○月 ○○月 小計 #DIV/0!

○/○～○/○ ○/○～○/○ ○/○～○/○ ○/○～○/○ ％ ％ ％ ％ ％ 100%
残額予算

（予算-実績）
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

長社理経務総業営成作長社理経務総業営成作

押
印

懸
念
点

 備考　残工事のすべてを記載し、引渡時工事台帳に記載されていない残工事は、別工事扱いとする。

後工完時定策算予行実

該当に☑
□発注者からの仕様が変更した             　         　□不得意な施工内容が存在した
□現場（現場管理者や職人）に無理がかかった　　 □規模が大きかった

現場 現場
実績実行予算

該当に☑
□発注者からの仕様が固まっていない　　　　　□不得意な施工内容が存在する
□現場（現場管理者や職人）に無理がかかる　□規模が大きい

工事番号
工事名
発注者
工期

小計

施工と死守粗利率
（該当に☑）

工事粗利益E＝（A-B-C-D)

小計

小計
設備リース（○○円×○日）
機械損料（（○○円×○日）

小計

出金合計（B+C+D)
工事粗利益E＝（A-B-C-D)

実行予算：工期　　実績：進捗率

実績(○月○日現在）実行予算（○月○日作成）

工事台帳（□実行予算時　□月次決算　□完工検査（引渡）　□完工時）

材
料
費

外
注
費

事務所費（F)

工
事
経
費

人
件
費

工
事
雑
品

利益（E-F)
％（対売上）

小計

現場管理者（○○千円/日）
現場作業者（○○千円/日）

▶2 事例紹介
○事例企業の概要

売上高 従業員数 主たる業種 原価管理に取り組んだ時期
約７億円 20名程度 土木工事業 平成８年〜

　原価管理に取り組んだきっかけ
　社長が、原価管理の大切さを理解し、トップダウンで実行した。
　月締めではなく、できる限りリアルタイムに実績が知りたいという目標を掲げスタートした。

　原価管理が社内に浸透したきっかけ
　当時の現場を管理する部長の意識が高かった。とりあえずやってみようとスタートした。

　原価管理の導入方法
　導入当初は、外部から原価管理システムを導入し、運用を行ってきた。その後、自社にあった
内容にシステムをカスタマイズしようとしたが、汎用システムであるため自由に手直しができず、
いったん運用を断念した。
　社内での検討後、外部のシステムではなく市販の表計算ソフトを活用する形で運用を再開する
こととなり、会議で抽出された課題をその都度担当者が改善していくことで、本格的な運用が開
始されることとなった。　

　工事台帳での進捗管理
　管理部門が、現場日報及び納品書を見て工事台帳が作成できるように、実行予算書の作成時に、
工事毎に工事ナンバーを付している（完工高が５,000千円超の工事について工事ナンバーを付し
ている）。
　現場日報は、現場の部長が協力的であったため、問題なく運用を開始できた。
　納品書は、当社専用の納品書（工事ナンバー、品名、規格、数量等必要事項を指定）を作成し、
納品時に併せて提出することを徹底した。
　現状では、日毎とまではいかないが、少なくとも週毎には工事台帳を締め、進捗が把握できる
ようになっている。

　進捗会議の運用状況
　月末に、前月締めた工事台帳を基に、進捗会議を行っている。
　工事台帳は、Ａ4一枚で自社が知りたい情報（当社の場合は、リアルタイムな予算の執行状態）
に絞り込む形で作成している。
　会議の３日前に、現場代理人と管理部門が、工事進捗状況等を確認するための打ち合わせを行い、
最終的な修正を行っている。

この事例企業が原価管理の運用を継続できている理由は、
①…経営者が原価管理の必要性を理解し、目的を的確に社内に伝えている
②…その目的を理解した人材が、リーダーとなって原価管理を推進している
③……システムに頼るのではなく、自社でカスタマイズできるソフトを活用し、徐々に
自社にあった仕組みを作っている

ことにあります。
　身の丈に合った原価管理に取り組みたいと考えている中小企業にとっては、参考にな
る内容となっておりますので、参考にしていただけると幸いです。
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工事別付加価値一覧表

作成日 作成者

工事原価
⑦

①-②-③ ②+③+⑤+⑥ ①-⑦

付加価値
工事原価

合計
工事
粗利益

00,6000,1000,3000,2000,7000,1000,3000,3000,02木々佐5/3～1/21井西11002 0 7,000 35.0% 2,000 3,000 5,000 500 500 1,000 19,000 1,000 5.0%

経理が記入
現場管理者が記入

⑮⑬⑫⑪⑨
⑭-⑨’⑩-’⑨

付加価
値見込

工事
粗利益

000,1000,5%0.04000,8000,21000,2000,5000,5000,02木々佐5/3～1/2111002 2,000 10.0%

①

率

実行予算

⑩

合計経費外注費
率

⑭
⑩＋⑫＋⑬

実行予算原価計

18,000西井

工事番
号

工期 担当者
完成
工事高

材料費現場名

○月実績累計 工事粗利益見込み

外部購入費用

付加価値見込 人件費 工事雑品

材料費

完成までの見込み
⑥

完成
工事高

外注費

④

率

⑧

率

労務費

合計
○月まで
の実績
累計

完成ま
での見
込み

合計

○月
までの
実績
累計

完成ま
での見
込み

工事毎
に分類
できない
工事雑

人件費＋工事雑品

工事番
号

工事
進捗率

現場名 工期 担当者
予算

消化率

ステージ
（例実行
予算作

成・完工）

工事経
費

合計

⑤③②

材料費 外注費
工事経

費
合計

○4-2 原価管理フォーマット工事別付加価値一覧表【例】

○4-1 原価管理フォーマット工事台帳【例】

円千円千A）抜税（額金約契
円千円千B費経・注外・料材
円千円千)B-A（＝C値価加付事工
円千円千)D（費務労
円千円千)D-C（＝E利粗事工％○○　　工施社他請元□％○○　　工施社自請元□

％％率利粗事工％○○　　工施社自請下□

予算消化率
仮設工事 土木工事 ○○工事 その他 小計 ○○月 ○○月 ○○月 ○○月 ○○月 小計 #DIV/0!

○/○～○/○ ○/○～○/○ ○/○～○/○ ○/○～○/○ ％ ％ ％ ％ ％ 100%
残額予算

（予算-実績）
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

長社理経務総業営成作長社理経務総業営成作

押
印

懸
念
点

 備考　残工事のすべてを記載し、引渡時工事台帳に記載されていない残工事は、別工事扱いとする。

後工完時定策算予行実

該当に☑
□発注者からの仕様が変更した             　         　□不得意な施工内容が存在した
□現場（現場管理者や職人）に無理がかかった　　 □規模が大きかった

現場 現場
実績実行予算

該当に☑
□発注者からの仕様が固まっていない　　　　　□不得意な施工内容が存在する
□現場（現場管理者や職人）に無理がかかる　□規模が大きい

工事番号
工事名
発注者
工期

小計

施工と死守粗利率
（該当に☑）

工事粗利益E＝（A-B-C-D)

小計

小計
設備リース（○○円×○日）
機械損料（（○○円×○日）

小計

出金合計（B+C+D)
工事粗利益E＝（A-B-C-D)

実行予算：工期　　実績：進捗率

実績(○月○日現在）実行予算（○月○日作成）

工事台帳（□実行予算時　□月次決算　□完工検査（引渡）　□完工時）

材
料
費

外
注
費

事務所費（F)

工
事
経
費

人
件
費

工
事
雑
品

利益（E-F)
％（対売上）

小計

現場管理者（○○千円/日）
現場作業者（○○千円/日）
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建設工事の請負契約の内容
■建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して

次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印を
して相互に交付しなければなりません。（建設業法第
19条第1項）

①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期及び工事完成の時期
④前金払または出来高払の時期及び方法
⑤当事者の申し出があった場合における工期の変更、請

負代金の額の変更または損害の負担及びそれらの額
の算定方法に関する定め

⑥天災その他の不可抗力による工期の変更または損害
の負担及びその額の算定方法に関する定め

⑦価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額また
は工事内容の変更

⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における
賠償金の負担に関する定め

⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機
械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法
に関する定め

⑩注文者が工事の全部または一部の完成を確認するた
めの検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑫工事目的物の瑕疵担保責任または瑕疵担保責任に関

する保証等の措置に関する定めをするときは、その内
容

⑬各当事者の履行の遅滞その他の債務の不履行の場合
における遅延利息、違約金その他の損害金

⑭契約に関する紛争の解決方法

不当に低い請負代金の禁止
■注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、原

価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を
締結してはいけません。（法第19条の３）

注文書、請書の場合
■当事者間で基本契約書を締結した上で、具体の取引に

ついては注文書及び請書の交換による場合（通達）
①基本契約書には、個別の注文書及び請書に記載される

事項を除き、前頁①～⑭（法第19条第1項各号）に掲げ
る事項を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相
互に交付してください。

②注文書及び請書には、前頁①～③（法第19条第1項第
1号から第3号）までに掲げる事項その他必要な事項を
記載してください。

③注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載
されている事項以外の事項については基本契約書の
定めによるべきことを明記してください。

④注文書には注文者が、請書には請負業者がそれぞれ署
名又は記名押印してください。

■注文書及び請書の交換のみによる場合（通達）
①注文書及び請書のそれぞれに、同内容の基本契約約款

を添付又は印刷してください。
②基本契約約款には、注文書及び請書の個別的記載事項

を除き、前頁①～⑭（法第19条第1項各号）に掲げる事
項を記載してください。

③注文書又は請書と基本契約約款が複数枚に及ぶ場合
には、割印を押してください。

④注文書及び請書の個別記載欄には、前頁①～③ （法第
19条第1項第1号から第3号）までに掲げる事項その他
必要な事項を記載してください。

⑤注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別
的記載欄に記載されている事項以外の事項について
は基本契約約款の定めによるべきことを明記してくだ
さい。

⑥注文書には注文者が、請書には請負業者がそれぞれ署
名又は記名押印してください。

請負業者注文者

両者の
合意

基本契約約款を
忘れずに…と
署名・押印よし

署名・記名
押印OKだ
割印もOKだ

産廃処理費や建退共証紙の費用負担も明記しましょう

契約は必要事項を書面に記載し、
署名又は記名押印をして、相互に交付。

請負業者

請負業者

下請業者

下請業者

元請業者

元請業者

注文者
（施主）

注文者

注文者

これじゃ
必要な原価に
達しません

資材は●●●●から
購入するように

すべてこちらの
決めたとおりに
やってもらわない

と困る

ですが、
そのやり方には
無理があります

工事が完成して　　　　
支払期日が来て　　
いるのに２ヶ月後に
支払うなんて

　　　ムチャですよ

下請さんへの
支払いは、
２ヶ月後だよ

工事完成
代金です

あそこのは
高くて品質も良くない

ですよ…

この額で
請負わないなら
次から

注文しないよ

請負業者の保護と建設工事の的確な施工のため、
不当に低い請負代金での契約は禁止。

注文書にも請書にも、基本契約約款を添付。

不当な使用資材等の購入強制の禁止
■注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を

不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資
材もしくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これ
らを請負業者に購入させて、その利益を害してはいけ
ません。（法第19条の４）

下請負業者の意見の聴取
■元請業者は、その請け負った建設工事を施工するため

に必要な工程の細目、作業方法その他元請業者におい
て定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじ
め、下請業者の意見を聞かなければなりません。（法第
24条の２）

下請代金の支払
■下請契約における元請業者は、出来形払又は完成払を

受けたときは、支払の対象となった工事を施工した下
請契約における下請業者に、当該支払を受けた日から
１ヵ月以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請代金
を支払わなければなりません。（法第24条の３第１項）

　また、下請契約における代金の支払は、できる限り現金
払とします。両

者
の
合
意 請負業者注文者

注文書・請書

注文者が資材や機械器具、またその購入先を
強制的に指定することは禁止。

元請業者は、工程や作業方法等を定めるときは、
あらかじめ下請業者の意見を聞くこと。

元請業者は、注文者からの支払後１ヶ月以内に
下請業者に下請代金をできる限り現金で全額支払うこと。

誠実に
履行
します

請負契約書請負契約書

契
約
約
款

￥

建設工事の請負契約の内容
■建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して

次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印を
して相互に交付しなければなりません。（建設業法第
19条第1項）

①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期及び工事完成の時期
④前金払または出来高払の時期及び方法
⑤当事者の申し出があった場合における工期の変更、請

負代金の額の変更または損害の負担及びそれらの額
の算定方法に関する定め

⑥天災その他の不可抗力による工期の変更または損害
の負担及びその額の算定方法に関する定め

⑦価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額また
は工事内容の変更

⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における
賠償金の負担に関する定め

⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機
械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法
に関する定め

⑩注文者が工事の全部または一部の完成を確認するた
めの検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑫工事目的物の瑕疵担保責任または瑕疵担保責任に関

する保証等の措置に関する定めをするときは、その内
容

⑬各当事者の履行の遅滞その他の債務の不履行の場合
における遅延利息、違約金その他の損害金

⑭契約に関する紛争の解決方法

不当に低い請負代金の禁止
■注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、原

価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を
締結してはいけません。（法第19条の３）

注文書、請書の場合
■当事者間で基本契約書を締結した上で、具体の取引に

ついては注文書及び請書の交換による場合（通達）
①基本契約書には、個別の注文書及び請書に記載される

事項を除き、前頁①～⑭（法第19条第1項各号）に掲げ
る事項を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相
互に交付してください。

②注文書及び請書には、前頁①～③（法第19条第1項第
1号から第3号）までに掲げる事項その他必要な事項を
記載してください。

③注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載
されている事項以外の事項については基本契約書の
定めによるべきことを明記してください。

④注文書には注文者が、請書には請負業者がそれぞれ署
名又は記名押印してください。

■注文書及び請書の交換のみによる場合（通達）
①注文書及び請書のそれぞれに、同内容の基本契約約款

を添付又は印刷してください。
②基本契約約款には、注文書及び請書の個別的記載事項

を除き、前頁①～⑭（法第19条第1項各号）に掲げる事
項を記載してください。

③注文書又は請書と基本契約約款が複数枚に及ぶ場合
には、割印を押してください。

④注文書及び請書の個別記載欄には、前頁①～③ （法第
19条第1項第1号から第3号）までに掲げる事項その他
必要な事項を記載してください。

⑤注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別
的記載欄に記載されている事項以外の事項について
は基本契約約款の定めによるべきことを明記してくだ
さい。

⑥注文書には注文者が、請書には請負業者がそれぞれ署
名又は記名押印してください。

請負業者注文者

両者の
合意

基本契約約款を
忘れずに…と
署名・押印よし

署名・記名
押印OKだ
割印もOKだ

産廃処理費や建退共証紙の費用負担も明記しましょう

契約は必要事項を書面に記載し、
署名又は記名押印をして、相互に交付。

請負業者

請負業者

下請業者

下請業者

元請業者

元請業者

注文者
（施主）

注文者

注文者

これじゃ
必要な原価に
達しません

資材は●●●●から
購入するように

すべてこちらの
決めたとおりに
やってもらわない

と困る

ですが、
そのやり方には
無理があります

工事が完成して　　　　
支払期日が来て　　
いるのに２ヶ月後に
支払うなんて

　　　ムチャですよ

下請さんへの
支払いは、
２ヶ月後だよ

工事完成
代金です

あそこのは
高くて品質も良くない

ですよ…

この額で
請負わないなら
次から

注文しないよ

請負業者の保護と建設工事の的確な施工のため、
不当に低い請負代金での契約は禁止。

注文書にも請書にも、基本契約約款を添付。

不当な使用資材等の購入強制の禁止
■注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を

不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資
材もしくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これ
らを請負業者に購入させて、その利益を害してはいけ
ません。（法第19条の４）

下請負業者の意見の聴取
■元請業者は、その請け負った建設工事を施工するため

に必要な工程の細目、作業方法その他元請業者におい
て定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじ
め、下請業者の意見を聞かなければなりません。（法第
24条の２）

下請代金の支払
■下請契約における元請業者は、出来形払又は完成払を

受けたときは、支払の対象となった工事を施工した下
請契約における下請業者に、当該支払を受けた日から
１ヵ月以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請代金
を支払わなければなりません。（法第24条の３第１項）

　また、下請契約における代金の支払は、できる限り現金
払とします。両

者
の
合
意 請負業者注文者

注文書・請書

注文者が資材や機械器具、またその購入先を
強制的に指定することは禁止。

元請業者は、工程や作業方法等を定めるときは、
あらかじめ下請業者の意見を聞くこと。

元請業者は、注文者からの支払後１ヶ月以内に
下請業者に下請代金をできる限り現金で全額支払うこと。

誠実に
履行
します

請負契約書請負契約書

契
約
約
款

￥

1　トラブル回避のポイント
　元請業者と下請業者の請負契約は、建設業法等関係法令に従い、次の点に注意し、トラブ
ルを回避しましょう。
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建設工事の請負契約の内容
■建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して

次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印を
して相互に交付しなければなりません。（建設業法第
19条第1項）

①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期及び工事完成の時期
④前金払または出来高払の時期及び方法
⑤当事者の申し出があった場合における工期の変更、請

負代金の額の変更または損害の負担及びそれらの額
の算定方法に関する定め

⑥天災その他の不可抗力による工期の変更または損害
の負担及びその額の算定方法に関する定め

⑦価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額また
は工事内容の変更

⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における
賠償金の負担に関する定め

⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機
械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法
に関する定め

⑩注文者が工事の全部または一部の完成を確認するた
めの検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑫工事目的物の瑕疵担保責任または瑕疵担保責任に関

する保証等の措置に関する定めをするときは、その内
容

⑬各当事者の履行の遅滞その他の債務の不履行の場合
における遅延利息、違約金その他の損害金

⑭契約に関する紛争の解決方法

不当に低い請負代金の禁止
■注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、原

価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を
締結してはいけません。（法第19条の３）

注文書、請書の場合
■当事者間で基本契約書を締結した上で、具体の取引に

ついては注文書及び請書の交換による場合（通達）
①基本契約書には、個別の注文書及び請書に記載される

事項を除き、前頁①～⑭（法第19条第1項各号）に掲げ
る事項を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相
互に交付してください。

②注文書及び請書には、前頁①～③（法第19条第1項第
1号から第3号）までに掲げる事項その他必要な事項を
記載してください。

③注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載
されている事項以外の事項については基本契約書の
定めによるべきことを明記してください。

④注文書には注文者が、請書には請負業者がそれぞれ署
名又は記名押印してください。

■注文書及び請書の交換のみによる場合（通達）
①注文書及び請書のそれぞれに、同内容の基本契約約款

を添付又は印刷してください。
②基本契約約款には、注文書及び請書の個別的記載事項

を除き、前頁①～⑭（法第19条第1項各号）に掲げる事
項を記載してください。

③注文書又は請書と基本契約約款が複数枚に及ぶ場合
には、割印を押してください。

④注文書及び請書の個別記載欄には、前頁①～③ （法第
19条第1項第1号から第3号）までに掲げる事項その他
必要な事項を記載してください。

⑤注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別
的記載欄に記載されている事項以外の事項について
は基本契約約款の定めによるべきことを明記してくだ
さい。

⑥注文書には注文者が、請書には請負業者がそれぞれ署
名又は記名押印してください。

請負業者注文者

両者の
合意

基本契約約款を
忘れずに…と
署名・押印よし

署名・記名
押印OKだ
割印もOKだ

産廃処理費や建退共証紙の費用負担も明記しましょう

契約は必要事項を書面に記載し、
署名又は記名押印をして、相互に交付。

請負業者

請負業者

下請業者

下請業者

元請業者

元請業者

注文者
（施主）

注文者

注文者

これじゃ
必要な原価に
達しません

資材は●●●●から
購入するように

すべてこちらの
決めたとおりに
やってもらわない

と困る

ですが、
そのやり方には
無理があります

工事が完成して　　　　
支払期日が来て　　
いるのに２ヶ月後に
支払うなんて

　　　ムチャですよ

下請さんへの
支払いは、
２ヶ月後だよ

工事完成
代金です

あそこのは
高くて品質も良くない

ですよ…

この額で
請負わないなら
次から

注文しないよ

請負業者の保護と建設工事の的確な施工のため、
不当に低い請負代金での契約は禁止。

注文書にも請書にも、基本契約約款を添付。

不当な使用資材等の購入強制の禁止
■注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を

不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資
材もしくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これ
らを請負業者に購入させて、その利益を害してはいけ
ません。（法第19条の４）

下請負業者の意見の聴取
■元請業者は、その請け負った建設工事を施工するため

に必要な工程の細目、作業方法その他元請業者におい
て定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじ
め、下請業者の意見を聞かなければなりません。（法第
24条の２）

下請代金の支払
■下請契約における元請業者は、出来形払又は完成払を

受けたときは、支払の対象となった工事を施工した下
請契約における下請業者に、当該支払を受けた日から
１ヵ月以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請代金
を支払わなければなりません。（法第24条の３第１項）

　また、下請契約における代金の支払は、できる限り現金
払とします。両

者
の
合
意 請負業者注文者

注文書・請書

注文者が資材や機械器具、またその購入先を
強制的に指定することは禁止。

元請業者は、工程や作業方法等を定めるときは、
あらかじめ下請業者の意見を聞くこと。

元請業者は、注文者からの支払後１ヶ月以内に
下請業者に下請代金をできる限り現金で全額支払うこと。

誠実に
履行
します

請負契約書請負契約書

契
約
約
款

￥

建設工事の請負契約の内容
■建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して

次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印を
して相互に交付しなければなりません。（建設業法第
19条第1項）

①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期及び工事完成の時期
④前金払または出来高払の時期及び方法
⑤当事者の申し出があった場合における工期の変更、請

負代金の額の変更または損害の負担及びそれらの額
の算定方法に関する定め

⑥天災その他の不可抗力による工期の変更または損害
の負担及びその額の算定方法に関する定め

⑦価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額また
は工事内容の変更

⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における
賠償金の負担に関する定め

⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機
械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法
に関する定め

⑩注文者が工事の全部または一部の完成を確認するた
めの検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑫工事目的物の瑕疵担保責任または瑕疵担保責任に関

する保証等の措置に関する定めをするときは、その内
容

⑬各当事者の履行の遅滞その他の債務の不履行の場合
における遅延利息、違約金その他の損害金

⑭契約に関する紛争の解決方法

不当に低い請負代金の禁止
■注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、原

価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を
締結してはいけません。（法第19条の３）

注文書、請書の場合
■当事者間で基本契約書を締結した上で、具体の取引に

ついては注文書及び請書の交換による場合（通達）
①基本契約書には、個別の注文書及び請書に記載される

事項を除き、前頁①～⑭（法第19条第1項各号）に掲げ
る事項を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相
互に交付してください。

②注文書及び請書には、前頁①～③（法第19条第1項第
1号から第3号）までに掲げる事項その他必要な事項を
記載してください。

③注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載
されている事項以外の事項については基本契約書の
定めによるべきことを明記してください。

④注文書には注文者が、請書には請負業者がそれぞれ署
名又は記名押印してください。

■注文書及び請書の交換のみによる場合（通達）
①注文書及び請書のそれぞれに、同内容の基本契約約款

を添付又は印刷してください。
②基本契約約款には、注文書及び請書の個別的記載事項

を除き、前頁①～⑭（法第19条第1項各号）に掲げる事
項を記載してください。

③注文書又は請書と基本契約約款が複数枚に及ぶ場合
には、割印を押してください。

④注文書及び請書の個別記載欄には、前頁①～③ （法第
19条第1項第1号から第3号）までに掲げる事項その他
必要な事項を記載してください。

⑤注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別
的記載欄に記載されている事項以外の事項について
は基本契約約款の定めによるべきことを明記してくだ
さい。

⑥注文書には注文者が、請書には請負業者がそれぞれ署
名又は記名押印してください。

請負業者注文者

両者の
合意

基本契約約款を
忘れずに…と
署名・押印よし

署名・記名
押印OKだ
割印もOKだ

産廃処理費や建退共証紙の費用負担も明記しましょう

契約は必要事項を書面に記載し、
署名又は記名押印をして、相互に交付。

請負業者

請負業者

下請業者

下請業者

元請業者

元請業者

注文者
（施主）

注文者

注文者

これじゃ
必要な原価に
達しません

資材は●●●●から
購入するように

すべてこちらの
決めたとおりに
やってもらわない

と困る

ですが、
そのやり方には
無理があります

工事が完成して　　　　
支払期日が来て　　
いるのに２ヶ月後に
支払うなんて

　　　ムチャですよ

下請さんへの
支払いは、
２ヶ月後だよ

工事完成
代金です

あそこのは
高くて品質も良くない

ですよ…

この額で
請負わないなら
次から

注文しないよ

請負業者の保護と建設工事の的確な施工のため、
不当に低い請負代金での契約は禁止。

注文書にも請書にも、基本契約約款を添付。

不当な使用資材等の購入強制の禁止
■注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を

不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資
材もしくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これ
らを請負業者に購入させて、その利益を害してはいけ
ません。（法第19条の４）

下請負業者の意見の聴取
■元請業者は、その請け負った建設工事を施工するため

に必要な工程の細目、作業方法その他元請業者におい
て定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじ
め、下請業者の意見を聞かなければなりません。（法第
24条の２）

下請代金の支払
■下請契約における元請業者は、出来形払又は完成払を

受けたときは、支払の対象となった工事を施工した下
請契約における下請業者に、当該支払を受けた日から
１ヵ月以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請代金
を支払わなければなりません。（法第24条の３第１項）

　また、下請契約における代金の支払は、できる限り現金
払とします。両

者
の
合
意 請負業者注文者

注文書・請書

注文者が資材や機械器具、またその購入先を
強制的に指定することは禁止。

元請業者は、工程や作業方法等を定めるときは、
あらかじめ下請業者の意見を聞くこと。

元請業者は、注文者からの支払後１ヶ月以内に
下請業者に下請代金をできる限り現金で全額支払うこと。

誠実に
履行
します

請負契約書請負契約書

契
約
約
款

￥
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検査及び引渡し
■元請業者は、下請業者からその請け負った建設工事が
完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた
日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、そ
の完成を確認するための検査を完了しなければなりま
せん。（法第24条の４第１項）

■元請業者は、前項の検査によって建設工事の完成を確
認した後、下請業者が申し出たときは、直ちに、当該建
設工事の目的物の引渡しを受けなければなりません。
ただし、下請契約において定められた工事完成の時期
から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受け
る旨の特約がされている場合には、この限りではあり
ません。（法第24条の４第２項）

特定建設業者の下請代金の支払
■特定建設業者である注文者は、受注者（特定建設業者
及び資本金額が4,000万円以上の法人は除く。）に対
し、引渡しの申出の日から50日以内で、かつ、できる限
り短い期間内に下請代金を支払わなければなりませ
ん。（法第24条の５第１項）

■特定建設業者である注文者は、受注者（特定建設業者
及び資本金額4,000万円以上の法人は除く。）に対し、
下請代金の支払につき、その支払期日までに一般の金
融機関の割引きを受けることが困難な手形を交付して
はなりません。（法第24条の５第３項）

■下請契約における代金の支払は、請求書提出締切日か
ら支払日（手形の場合は手形振出日）までの期間をでき
る限り短くしなければなりません。（通達）

■下請契約における代金の支払は、できる限り現金払と
し、現金払と手形払を併用する場合であっても、支払代
金に占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも労
務費相当分については、現金払としなければなりませ
ん。（通達）

■下請代金の支払に係る手形の手形期間は、120日以内
とすることは当然として、段階的に短縮して将来的には
60日以内とするよう努めるとともに、できる限り短い期
間としなければなりません。（通達）

元請業者は、建設工事の完成通知を受けて20日以内に検査を完了し、
下請業者から申し出があれば、直ちに引渡しを受けること。ただし、特約がある場合は20日以内で。

特定建設業者は、下請業者からの引渡申出日から50日以内に下請業者に
下請代金をできる限り現金で全額支払うこと。

建設工事紛争審査会

下請業者

下請業者
特定許可の
元請業者

元請業者

今月の支払い締切は
終わったんで、来月まで

待ってくれ。
それと、引渡しを

受けるまで、完成物の
現場管理は頼むよ。

引き渡しは
終わっているんだから
50日以内に全額
支払って下さいよ。

留保分は
３ヶ月後に
支払うから…

完成の通知はとっくに
出してあるんですから、
20日以内に検査して
もらわないと…

  審査会の目的
　発注者（元請業者）が請負代金を支払ってくれないなど、建設工事の請負契約に関する紛争につい
て、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づき設置された公的機関です。

  紛争解決の方法
　審査会の委員が、当事者双方の主張を聴き、原則として当事者双方から提出された証拠を基に紛
争の解決を図ります。

  審査会の委員
　建設工事に関する技術や法律・商慣行等の専門家として、弁護士、一級建築士などが委員となって
おり、公正・中立な立場に立って紛争の解決にあたります。

  手続の種類
　「あっせん」「調停」及び「仲裁」の３種類があり、いずれの手続も原則非公開で行われます。

  紛争処理に要する費用
　紛争処理の手続を行うには、申請手数料・通信運搬費・その他書類作成等の費用が必要です。原則
として、両当事者はそれぞれ各自の出費分を負担することになっています。

問い合わせ先 石川県土木部監理課建設業振興グループ
電話：076-225-1712　FAX：076-225-1714

約束手
形

検査及び引渡し
■元請業者は、下請業者からその請け負った建設工事が
完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた
日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、そ
の完成を確認するための検査を完了しなければなりま
せん。（法第24条の４第１項）

■元請業者は、前項の検査によって建設工事の完成を確
認した後、下請業者が申し出たときは、直ちに、当該建
設工事の目的物の引渡しを受けなければなりません。
ただし、下請契約において定められた工事完成の時期
から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受け
る旨の特約がされている場合には、この限りではあり
ません。（法第24条の４第２項）

特定建設業者の下請代金の支払
■特定建設業者である注文者は、受注者（特定建設業者
及び資本金額が4,000万円以上の法人は除く。）に対
し、引渡しの申出の日から50日以内で、かつ、できる限
り短い期間内に下請代金を支払わなければなりませ
ん。（法第24条の５第１項）

■特定建設業者である注文者は、受注者（特定建設業者
及び資本金額4,000万円以上の法人は除く。）に対し、
下請代金の支払につき、その支払期日までに一般の金
融機関の割引きを受けることが困難な手形を交付して
はなりません。（法第24条の５第３項）

■下請契約における代金の支払は、請求書提出締切日か
ら支払日（手形の場合は手形振出日）までの期間をでき
る限り短くしなければなりません。（通達）

■下請契約における代金の支払は、できる限り現金払と
し、現金払と手形払を併用する場合であっても、支払代
金に占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも労
務費相当分については、現金払としなければなりませ
ん。（通達）

■下請代金の支払に係る手形の手形期間は、120日以内
とすることは当然として、段階的に短縮して将来的には
60日以内とするよう努めるとともに、できる限り短い期
間としなければなりません。（通達）

元請業者は、建設工事の完成通知を受けて20日以内に検査を完了し、
下請業者から申し出があれば、直ちに引渡しを受けること。ただし、特約がある場合は20日以内で。

特定建設業者は、下請業者からの引渡申出日から50日以内に下請業者に
下請代金をできる限り現金で全額支払うこと。
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もらわないと…

  審査会の目的
　発注者（元請業者）が請負代金を支払ってくれないなど、建設工事の請負契約に関する紛争につい
て、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づき設置された公的機関です。

  紛争解決の方法
　審査会の委員が、当事者双方の主張を聴き、原則として当事者双方から提出された証拠を基に紛
争の解決を図ります。

  審査会の委員
　建設工事に関する技術や法律・商慣行等の専門家として、弁護士、一級建築士などが委員となって
おり、公正・中立な立場に立って紛争の解決にあたります。

  手続の種類
　「あっせん」「調停」及び「仲裁」の３種類があり、いずれの手続も原則非公開で行われます。

  紛争処理に要する費用
　紛争処理の手続を行うには、申請手数料・通信運搬費・その他書類作成等の費用が必要です。原則
として、両当事者はそれぞれ各自の出費分を負担することになっています。

問い合わせ先 石川県土木部監理課建設業振興グループ
電話：076-225-1712　FAX：076-225-1714

約束手
形

22

第 3章 元請業者と下請業者の適正な契約に関する留意事項



検査及び引渡し
■元請業者は、下請業者からその請け負った建設工事が
完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた
日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、そ
の完成を確認するための検査を完了しなければなりま
せん。（法第24条の４第１項）

■元請業者は、前項の検査によって建設工事の完成を確
認した後、下請業者が申し出たときは、直ちに、当該建
設工事の目的物の引渡しを受けなければなりません。
ただし、下請契約において定められた工事完成の時期
から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受け
る旨の特約がされている場合には、この限りではあり
ません。（法第24条の４第２項）

特定建設業者の下請代金の支払
■特定建設業者である注文者は、受注者（特定建設業者
及び資本金額が4,000万円以上の法人は除く。）に対
し、引渡しの申出の日から50日以内で、かつ、できる限
り短い期間内に下請代金を支払わなければなりませ
ん。（法第24条の５第１項）

■特定建設業者である注文者は、受注者（特定建設業者
及び資本金額4,000万円以上の法人は除く。）に対し、
下請代金の支払につき、その支払期日までに一般の金
融機関の割引きを受けることが困難な手形を交付して
はなりません。（法第24条の５第３項）

■下請契約における代金の支払は、請求書提出締切日か
ら支払日（手形の場合は手形振出日）までの期間をでき
る限り短くしなければなりません。（通達）

■下請契約における代金の支払は、できる限り現金払と
し、現金払と手形払を併用する場合であっても、支払代
金に占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも労
務費相当分については、現金払としなければなりませ
ん。（通達）

■下請代金の支払に係る手形の手形期間は、120日以内
とすることは当然として、段階的に短縮して将来的には
60日以内とするよう努めるとともに、できる限り短い期
間としなければなりません。（通達）

元請業者は、建設工事の完成通知を受けて20日以内に検査を完了し、
下請業者から申し出があれば、直ちに引渡しを受けること。ただし、特約がある場合は20日以内で。

特定建設業者は、下請業者からの引渡申出日から50日以内に下請業者に
下請代金をできる限り現金で全額支払うこと。

建設工事紛争審査会

下請業者

下請業者
特定許可の
元請業者

元請業者

今月の支払い締切は
終わったんで、来月まで

待ってくれ。
それと、引渡しを

受けるまで、完成物の
現場管理は頼むよ。

引き渡しは
終わっているんだから
50日以内に全額
支払って下さいよ。

留保分は
３ヶ月後に
支払うから…

完成の通知はとっくに
出してあるんですから、
20日以内に検査して
もらわないと…

  審査会の目的
　発注者（元請業者）が請負代金を支払ってくれないなど、建設工事の請負契約に関する紛争につい
て、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づき設置された公的機関です。

  紛争解決の方法
　審査会の委員が、当事者双方の主張を聴き、原則として当事者双方から提出された証拠を基に紛
争の解決を図ります。

  審査会の委員
　建設工事に関する技術や法律・商慣行等の専門家として、弁護士、一級建築士などが委員となって
おり、公正・中立な立場に立って紛争の解決にあたります。

  手続の種類
　「あっせん」「調停」及び「仲裁」の３種類があり、いずれの手続も原則非公開で行われます。

  紛争処理に要する費用
　紛争処理の手続を行うには、申請手数料・通信運搬費・その他書類作成等の費用が必要です。原則
として、両当事者はそれぞれ各自の出費分を負担することになっています。

問い合わせ先 石川県土木部監理課建設業振興グループ
電話：076-225-1712　FAX：076-225-1714

約束手
形

検査及び引渡し
■元請業者は、下請業者からその請け負った建設工事が
完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた
日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、そ
の完成を確認するための検査を完了しなければなりま
せん。（法第24条の４第１項）

■元請業者は、前項の検査によって建設工事の完成を確
認した後、下請業者が申し出たときは、直ちに、当該建
設工事の目的物の引渡しを受けなければなりません。
ただし、下請契約において定められた工事完成の時期
から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受け
る旨の特約がされている場合には、この限りではあり
ません。（法第24条の４第２項）

特定建設業者の下請代金の支払
■特定建設業者である注文者は、受注者（特定建設業者
及び資本金額が4,000万円以上の法人は除く。）に対
し、引渡しの申出の日から50日以内で、かつ、できる限
り短い期間内に下請代金を支払わなければなりませ
ん。（法第24条の５第１項）

■特定建設業者である注文者は、受注者（特定建設業者
及び資本金額4,000万円以上の法人は除く。）に対し、
下請代金の支払につき、その支払期日までに一般の金
融機関の割引きを受けることが困難な手形を交付して
はなりません。（法第24条の５第３項）

■下請契約における代金の支払は、請求書提出締切日か
ら支払日（手形の場合は手形振出日）までの期間をでき
る限り短くしなければなりません。（通達）

■下請契約における代金の支払は、できる限り現金払と
し、現金払と手形払を併用する場合であっても、支払代
金に占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも労
務費相当分については、現金払としなければなりませ
ん。（通達）

■下請代金の支払に係る手形の手形期間は、120日以内
とすることは当然として、段階的に短縮して将来的には
60日以内とするよう努めるとともに、できる限り短い期
間としなければなりません。（通達）

元請業者は、建設工事の完成通知を受けて20日以内に検査を完了し、
下請業者から申し出があれば、直ちに引渡しを受けること。ただし、特約がある場合は20日以内で。

特定建設業者は、下請業者からの引渡申出日から50日以内に下請業者に
下請代金をできる限り現金で全額支払うこと。

建設工事紛争審査会

下請業者

下請業者
特定許可の
元請業者

元請業者

今月の支払い締切は
終わったんで、来月まで

待ってくれ。
それと、引渡しを

受けるまで、完成物の
現場管理は頼むよ。

引き渡しは
終わっているんだから
50日以内に全額
支払って下さいよ。

留保分は
３ヶ月後に
支払うから…

完成の通知はとっくに
出してあるんですから、
20日以内に検査して
もらわないと…

  審査会の目的
　発注者（元請業者）が請負代金を支払ってくれないなど、建設工事の請負契約に関する紛争につい
て、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づき設置された公的機関です。

  紛争解決の方法
　審査会の委員が、当事者双方の主張を聴き、原則として当事者双方から提出された証拠を基に紛
争の解決を図ります。

  審査会の委員
　建設工事に関する技術や法律・商慣行等の専門家として、弁護士、一級建築士などが委員となって
おり、公正・中立な立場に立って紛争の解決にあたります。

  手続の種類
　「あっせん」「調停」及び「仲裁」の３種類があり、いずれの手続も原則非公開で行われます。

  紛争処理に要する費用
　紛争処理の手続を行うには、申請手数料・通信運搬費・その他書類作成等の費用が必要です。原則
として、両当事者はそれぞれ各自の出費分を負担することになっています。

問い合わせ先 石川県土木部監理課建設業振興グループ
電話：076-225-1712　FAX：076-225-1714

約束手
形

あっせん 調　　停 仲　　裁

趣 旨 当事者の歩み寄りによる解決を目指す。 裁判所に代わって
判断を下す。

担当委員 原則 1名 3名 3名

審理回数 1 〜 2回程度 3〜 5回程度 必要な回数

解決した
場 合 の
効 力

民法上の和解としての効力
（別途公正証書を作成したり確定判決を得たりしな
いと強制執行ができない。）

裁判所の確定判決と同
じような効力（執行決
定を得て強制執行がで
きる。）

特 色
調停の手続を簡略にし
たもので、技術的・法
律的な争点が少ない場
合に適する。

技術的・法律的な争点
が多い場合に適する。
場合によっては、調停
案を示すこともある。

裁判に代わる手続で、
一審制。仲裁判断の内
容については裁判所で
も争えない。

そ の 他 －－－－－－－－－－－－－－－－ 仲裁合意が必要

2　当事者間で解決ができなくなった場合
　当事者双方での話し合いによる解決が原則ですが、それで解決できない場合は、裁判の民
事調停及び民事訴訟等を検討することになります。
　なお、建設業法の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、国土
交通省及び各都道府県に「建設工事紛争審査会」が設置されています。
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ニーズに適応した新技術の導入
　近年の建設業は現場での生産性向上を目的とした「ICT」の活用、「公共投資の持続的確保」や「民間活
力の活用」、循環型社会を形成するための「環境対策」等の様々な課題に直面しています。そういった諸問
題が湧き上がる中、当社は急速に変化する経営環境に対処すべく、時流に適応した新技術を導入すると
同時にその技術についての社員教育や作業手順のマニュアル化を組織横断的に行ってまいりました。

ICT（情報通信技術）活用工事における人材育成
　平成28年度は国土交通省の取り組みとしての「i-Construction」が各地で採用され、ICT技術元年とも
言われております。当社においても河川工事で全面的にICT技術を活用するため、新たに「3次元点群処
理ソフトウェア」と「3次元設計データ作成ソフトウェア」を積極的に導入しました。全国的にもICT活用工
事の竣工事例が福島県での1件のみと実績が乏しく手探り状態の中、以前から情報化施工の経験がある
若手社員を中心に新しいソフトウェアを教育しました。その結果、UAVの3次元起工測量から得られる膨
大な点群データ処理（写真1）や3次元設計データ（写真2）の作成を自社で行う事が可能となり、工事も無
事に竣工する事が出来ました。

公共事業から民間事業への参入
　平成16年に（財）日本住宅・木材技術センターの新世代木造住宅供給システム認定事業を受けた「住友
林業ビルダーズシステム」に加入し、これまでの公共事業から住宅産業といった個人のお客様相手の民間

新技術に順応した多様性のある人材育成
株式会社 吉光組

会社概要
代 表 者 代表取締役　吉光  岳文
資 本 金 3,000万円
直近決算売上高 1,902,055千円

所 在 地 小松市長崎町甲118番地
従 業 員 数 48名
連 絡 先 TEL 0761-24-5151

事業への参入を図りました。このシステムは、住友林業イノス事業部から設計支援・部材供給・現場管理マ
ニュアルの提供を受けて住宅建設を行うシステムです。加入時は土木系社員を登用し、営業から設計提
案・施工監理まで全てを行っていました。社員の教育・研修は3日間の社外基本講習（教材は写真3のマ
ニュアル）を受講後、社内にて同マ
ニュアルの他に写真4にあるメールに
て配信される教材（現場管理マニュア
ルや最新情報等）を用いて、随時行っ
ております。この取組から派生し、今
ではオリジナル住宅ブランド「住樂工
房」を立ち上げています。

リサイクル事業の参入と環境部門の創設
　平成11年に自走式土質改良機（コマツ製　ガラパ
ゴスリテラ　BZ-200）（写真5）を導入し、現在までに
4号機を導入するまでになりました。自走式土質改良
機とは、バックホウの履帯に土質改良プラントを搭載
することにより、現場内で建設発生土と固化材の攪拌
作業をプラント級の精度で行えると言う新しい発想
の環境リサイクル建設機械です。この機械の導入と
同時に社内では環境技術に特化した「資源開発部」を
創設しました。部員はプラントを調整する「キャリブ
レーション」を確実に実施できるスペシャリストの育成を目指して教育
しています。作業操作のマニュアル化（写真6 作業マニュアル）やキャ
リブレーション設定表等の書類を整備し、資格・力量の管理はISO教育
で記録しており、今では北陸新幹線の延伸工事をはじめエネルギー関
連工事や汚染土壌関連、さらに東北震災復興の現場でも活躍しており
ます。

離職率の低下とシナジー効果
　土木部門・建築部門・リサイクル部門の全部署で組織横断的に新技術を導入する毎に教育訓練を実施
する事で、チャレンジによる成長の実感・県内外を問わず業種の垣根を越えた幅広いエリアでの活躍、部
署間のシナジー効果等が見られ、多様性のある人材育成と離職率の低下に繋がっています。

さらなる多様性へ
　これらの取組が評価され、平成20年度には国土交通省より「建設産業人材確保・育成対策　総合政策
局長顕彰」の栄誉に浴する事ができました。今後も時流に即した新技術を導入すると共に社内の事業
ポートフォリオを変化させ、この変化に順応した多様性のある人材を継続して育成する事が命題だと考え
ております。

（写真1）点群データ （写真2）３次元設計データ

（写真5）自走式土質改良機

（写真4）メール教材

（写真6）作業マニュアル

（写真3）イノスマニュアル
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これからの建設業の担い手確保と育成に向けて
北川ヒューテック 株式会社

会社概要
代 表 者 代表取締役社長　北川  隆明
資 本 金 30,000万円
直近決算売上高 15，700，000千円

所 在 地 金沢市神田1-13-1
従 業 員 数 226名
連 絡 先 TEL 076-243-2211

若手職員への社内教育の充実

　従来、当社では若手職員に対する教育研修は入社1年目の新入社員研修を行なうのみで、研修終了後
は直ちに配属先に赴き、現地での教育係の職員によるOJT教育を受けていました。この制度の問題とし
て、日常的な業務に対する知識は習得できても、もう一段上の知識を習得することが困難でありました。
そこで、工事本部を中心に教育制度を見直し、若手職員のための技術勉強会を月例で行なうことにしたと
ころ、この技術勉強会が現場で起きる様々な事象への対応力に活かされ、若手職員が自らの成長を実感
できるだけでなく、仕事への「やりがい」や面白さを理解することに繋がり、離職防止に繋がっているので
はないか、と感じています。

女性活躍の場へ

　我々の業界は、つい最近まで男性主体の業界として発展してきた歴史がありますが、近年は女性の
社会進出が推進され、建設業界でも女性技術者の活躍が始まっています。当社では数年前より女性技
術者の採用を再開したばかりであり、今後はより職場環境に配慮し、ワークライフバランスの充実を実
現させることで、女性技術者の採用増に繋げ、将来的には女性のみの施工チームを作るという夢を持っ
ています。

新入社員の現状について

　新卒者の採用について、数年前は現在のような売り手市場ではなかったため、多くの学生が当社を含
む建設業界に関心を向けていました。しかし東日本大震災以降、新卒の就職状況は売り手市場になってお
り、建設現場で働きたいという新卒者の獲得が難しい状況となっています。また、若者たちの職業感が変
化してきたのか、せっかく入社しても早期退職をするものが後を絶たない現状があります。
　このような状況の下、少しでも多くの学生を採用し、また入社後の早期退職を防ぐため、様々な取り組
みを行っております。

建設業の「やりがい」の発信

　一般的に、建設業界は長時間労働や屋外作業中心のために若者から敬遠される仕事であると言われて
います。しかし採用活動において、建設業界に関心を示し説明会等に参加する学生と話をしていると、果
たして、建設業界が学生に選ばれない本当の原因はそこなのかと疑問に感じることが多々あります。彼ら
にはもちろん当社のありのままの就労実態を伝えていますが、学生がもっとも興味を示すのは、我々が、
建設業の仕事を通じていかに充実した仕事をしているかという点であると感じています。建設業に興味を
持ってもらうためには、どのような「やりがい」があるかを理解してもらうことが何よりも肝心なのではな
いでしょうか。
　当社では多くの職員の協力を得て、学生向けに研究施設での実地体験や現場及び工場見学を行って
います。学生へアプローチする際には、対応する職員自らの仕事のやりがいや苦労を率直に伝えること
で、建設業の魅力を伝えられるよう心掛けています。

合同説明会での当社ブース インターンシップ時の現場見学

トンネル内での現場研修 パソコンによる研修
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お客様に感動して頂ける施工を目指して
株式会社 杉本工務店

会社概要
代 表 者 代表取締役社長　小林  俊幸
資 本 金 2,000万円
直近決算売上高 1,088,038千円

所 在 地 鹿島郡中能登町能登部上ヲ部95番地
従 業 員 数 20名
連 絡 先 TEL 0767-72-3763

社内の協力体制の構築とスキルアップ支援

　弊社は以前、土木部門と建築部門に区分けされていました。この体制では片方が忙しくても片方に余
裕があることがあり、経営的なムダが発生していることに頭を悩ませていました。これを改善するため、両
部門に測量や共通する作業内容も多くあったことから土木・建築の線引きをなくし、両部門の監督員が密
に打ち合わせを行い、各現場の状況を把握し協力しあうことで手待ちのムダや無理な作業をしない環境
を構築しております。
　さらに、個々の能力向上を図り、社員毎に年間資格取得目標を掲げることによって多能工を育成し、ム
ダの排除や外注費の削減を図っております。弊社では資格取得者に資格手当を支給しており、最近では、
無人航空機（UAV）を使った現地調査や写真撮影、ICT重機による土木工事の生産性のアップにも取り組
んでおり、様々な訓練を行っております。

女性や若者が働きやすい環境造り

　建設工事の現場といえば男性中心で高齢者が多く、女性や若者が少ないのが一般的だと思います。
　弊社では従業員20名中4名の女性が在籍しており、そのうち2名が1級建築士と1級土木管理技士で
現場を担当しております。男性とは違う観点を生かし、女性ならではのきめ細やかな心配り等の特徴を発
揮して活躍しております。リフォーム工事では水廻りや内装のリフォームがありますのでインテリアコー
ディネーターの資格を持つ女性の採用にも力を入れています。
　また、20代・30代の従業員も6名在席しており、中には家事や幼稚園の送り迎え等、育児に積極的な男
性社員がおります。会社としても育児への参加を応援するため、女性に限らず男性の育児休暇を奨励し
ています。さらに、フレックスタイム制も取り入れるなど、職場と家庭が両立出来るよう様々な工夫をして
おります。
　こうした取り組みを進めたところ、業務の効率が上がるといった思わぬ効果も出てきております。昨年
には「いしかわ男女共同参画推進企業」にも認定されました。

今後の課題

　全従業員の半数にあたる10名が 60歳以上であり、若い人材の確保が急務であると考えております。
　これからもお客様に感動して頂ける施工を目指し、女性管理職の登用や、積極性・協調性・判断力・
決断力を兼ね備えた人材の育成を進めることにより、地域に密着した愛される企業になるよう努めてい
きたいと思います。

社員のモラルの向上

　弊社では、お客様に高品質なものを造るのは当たり前であると考えており、いかに感動して頂けるかを
目指して取り組んでいます。そのためにはまず挨拶が基本であると考え、毎週初めの全体朝礼で「おはよ
うございます」「今日も一日宜しくお願いします」「ありがとうございます」を全員で唱和してから業務に取
り掛かることを実践しています。会社や現場では自分から大きな声で挨拶を行うことで、お客様や職人さ
んとの関係が活性化されスムーズに運ぶようになってきました。また、お客様に接するのは、社員だけで
なく協力会社の方達もおりますので、モラル向上を図る勉強会を協力会社も含めて定期的に開催してお
ります。
　さらに、引き渡し時にお客様からアンケートを頂いて問題点の改善に努めており、一年後には定期点検
を実施して、再度お客様の声をお聞きすることで、より多くのお客様に感動して頂ける施工を目指してお
ります。

全体朝礼 マナー講習

安全教育訓練 ドローン操作訓練
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お客様に感動して頂ける施工を目指して
株式会社 杉本工務店

会社概要
代 表 者 代表取締役社長　小林  俊幸
資 本 金 2,000万円
直近決算売上高 1,088,038千円

所 在 地 鹿島郡中能登町能登部上ヲ部95番地
従 業 員 数 20名
連 絡 先 TEL 0767-72-3763

社内の協力体制の構築とスキルアップ支援

　弊社は以前、土木部門と建築部門に区分けされていました。この体制では片方が忙しくても片方に余
裕があることがあり、経営的なムダが発生していることに頭を悩ませていました。これを改善するため、両
部門に測量や共通する作業内容も多くあったことから土木・建築の線引きをなくし、両部門の監督員が密
に打ち合わせを行い、各現場の状況を把握し協力しあうことで手待ちのムダや無理な作業をしない環境
を構築しております。
　さらに、個々の能力向上を図り、社員毎に年間資格取得目標を掲げることによって多能工を育成し、ム
ダの排除や外注費の削減を図っております。弊社では資格取得者に資格手当を支給しており、最近では、
無人航空機（UAV）を使った現地調査や写真撮影、ICT重機による土木工事の生産性のアップにも取り組
んでおり、様々な訓練を行っております。

女性や若者が働きやすい環境造り

　建設工事の現場といえば男性中心で高齢者が多く、女性や若者が少ないのが一般的だと思います。
　弊社では従業員20名中4名の女性が在籍しており、そのうち2名が1級建築士と1級土木管理技士で
現場を担当しております。男性とは違う観点を生かし、女性ならではのきめ細やかな心配り等の特徴を発
揮して活躍しております。リフォーム工事では水廻りや内装のリフォームがありますのでインテリアコー
ディネーターの資格を持つ女性の採用にも力を入れています。
　また、20代・30代の従業員も6名在席しており、中には家事や幼稚園の送り迎え等、育児に積極的な男
性社員がおります。会社としても育児への参加を応援するため、女性に限らず男性の育児休暇を奨励し
ています。さらに、フレックスタイム制も取り入れるなど、職場と家庭が両立出来るよう様々な工夫をして
おります。
　こうした取り組みを進めたところ、業務の効率が上がるといった思わぬ効果も出てきております。昨年
には「いしかわ男女共同参画推進企業」にも認定されました。

今後の課題

　全従業員の半数にあたる10名が 60歳以上であり、若い人材の確保が急務であると考えております。
　これからもお客様に感動して頂ける施工を目指し、女性管理職の登用や、積極性・協調性・判断力・
決断力を兼ね備えた人材の育成を進めることにより、地域に密着した愛される企業になるよう努めてい
きたいと思います。

社員のモラルの向上

　弊社では、お客様に高品質なものを造るのは当たり前であると考えており、いかに感動して頂けるかを
目指して取り組んでいます。そのためにはまず挨拶が基本であると考え、毎週初めの全体朝礼で「おはよ
うございます」「今日も一日宜しくお願いします」「ありがとうございます」を全員で唱和してから業務に取
り掛かることを実践しています。会社や現場では自分から大きな声で挨拶を行うことで、お客様や職人さ
んとの関係が活性化されスムーズに運ぶようになってきました。また、お客様に接するのは、社員だけで
なく協力会社の方達もおりますので、モラル向上を図る勉強会を協力会社も含めて定期的に開催してお
ります。
　さらに、引き渡し時にお客様からアンケートを頂いて問題点の改善に努めており、一年後には定期点検
を実施して、再度お客様の声をお聞きすることで、より多くのお客様に感動して頂ける施工を目指してお
ります。

全体朝礼 マナー講習

安全教育訓練 ドローン操作訓練
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メニュー別支援施策集第5章
【相談・その他】

制度名 制度の概要 問い合わせ先

建設業サポート
デスク

本業の経営強化、新分野進出、雇用管
理、元請・下請間のトラブルなどの課題に
対し、ワンストップで応じる相談窓口です。
また、専門的な助言が必要な場合は、経
営コンサルタントなどの専門家を無料で派
遣し、経営診断や経営計画策定などの支
援を行います。

・石川県土木部　監理課
　建設業振興グループ
　TEL：076-225-1712　FAX：076-225-1714
・南加賀土木総合事務所
　TEL：0761-21-3333　FAX：0761-21-7080
・石川土木総合事務所
　TEL：076-272-1188　FAX：076-272-1870
・県央土木総合事務所
　TEL：076-241-8201　FAX：076-244-0915
・中能登土木総合事務所
　TEL：0767-52-5100　FAX：0767-52-5104
・奥能登土木総合事務所
　TEL：0768-22-0567　FAX：0768-22-2144

石川県建設新技術
認定・活用制度

石川県内の建設関連企業で創出された新
技術（工法、材料、製品）を公共工事で活
用し、安価で質の高い社会資本整備や、
県内企業の育成と技術力向上を図ること
を目的としています。認定を受けた新技術
については石川県が行う公共工事で積極
的に活用します。

石川県土木部　監理課　技術管理室
　TEL：076-225-1787　FAX：076-225-1788

　http://www.pref.ishikawa.jp/gijyutsu/
　　　　　　　　　　　singijyutu/index3.html

農業参入サポート
デスク

農業参入に関するワンストップ相談窓口
として、制度や手続き等の説明、各種相
談活動を行い、受け入れる市町・集落と
企業とのマッチングを行います。

農業参入サポートデスク
　TEL：076-225-1613　FAX：076-225-1618
　（石川県農林水産部　農業政策課　農業参入・経営戦略推進室内）
・南加賀農林総合事務所　企画調整室
　TEL：0761-23-1707　FAX：0761-23-1207
・石川農林総合事務所　企画調整室
　TEL：076-276-0528　FAX：076-276-2745
・県央農林総合事務所　企画調整室
　TEL：076-204-2100　FAX：076-268-9014
・中能登農林総合事務所　企画調整室
　TEL：0767-52-2583　FAX：0767-52-3151
・奥能登農林総合事務所　企画調整室
　TEL：0768-26-2320　FAX：0768-26-2331
公益財団法人いしかわ農業総合支援機構
　TEL：076-225-7621　FAX：076-225-7622

農業参入総合支援
プログラム

誘致から農地の確保・斡旋、技術・経営
両面からの営農支援まで、参入から定着
までの一貫した総合的な支援を行います。

石川県農林水産部　農業政策課
　農業参入・経営戦略推進室
　TEL：076-225-1613　FAX：076-225-1618

公益財団法人いしかわ農業総合支援機構
　TEL：076-225-7621　FAX：076-225-7622
　URL：http://www.inz.or.jp/
　E-mail：info@inz.or.jp

農業人材
マッチング
推進事業

農業者の育成だけでなく多様な人材が農
業に参画し、県民全体が応援するという
農業が発展する仕組みづくりを推進する
ため、農業人材に関するワンストップ窓
口を設置し、幅広い農業人材の確保・育
成に努めます。

公益財団法人いしかわ農業総合支援機構
　TEL：076-225-7621　FAX：076-225-7622
　URL：http://www.inz.or.jp/
　E-mail：info@inz.or.jp

いしかわ耕稼塾
運営事業

プロ農業者から農業の応援団まで幅広い
人材の養成を行う「いしかわ耕稼塾」にお
いて、目指す農業のタイプや段階に応じた
コースを設置し、意欲にあふれた優秀な本
県農業の担い手や理解者を育成します。
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地産地消サポート
デスク

生産者や流通・販売業者からの地産地
消に関する各種相談をワンストップで受
け付ける窓口を設置し、供給者側と需要
者側とのマッチングを行います。

・石川県農林水産部　生産流通課　企画普及グループ
　TEL：076-225-1622　FAX：076-225-1624
・南加賀農林総合事務所　企画調整室
　TEL：0761-23-1707　FAX：0761-23-1207
・石川農林総合事務所　企画調整室
　TEL：076-276-0528　FAX：076-276-2745
・県央農林総合事務所　企画調整室
　TEL：076-204-2100　FAX：076-268-9014
・中能登農林総合事務所　企画調整室
　TEL：0767-52-2583　FAX：0767-52-3151
・奥能登農林総合事務所　企画調整室
　TEL：0768-26-2320　FAX：0768-26-2331

企業ドック制度

企業経営を取り巻く環境が変化する中、
自社の置かれている経営状況等を正しく
認識し、経営内容が健全なうちに、早め
早めに、将来に向けた的確な対策や戦
略を立案しようとする中小企業に対して、
外部専門家の派遣を通じて支援します。
(企業負担なし）

金沢商工会議所　076-263-1151…
小松商工会議所　0761-21-3121
七尾商工会議所　0767-54-8888
輪島商工会議所　0768-22-7777
加賀商工会議所　0761-73-0001
珠洲商工会議所　0768-82-1115
白山商工会議所　076-276-3811
石川県商工会連合会　076-268-7300
石川県中小企業団体中央会　076-267-7711
（公財）石川県産業創出支援機構　076-267-1244
石川県商工労働部　経営支援課　経営支援グループ
TEL：076-225-1525　　FAX：076-225-1523

中小企業再生・
事業転換支援事業

再生や事業転換に取り組む企業の相談から
計画策定までを支援します。(企業負担な
し）

石川県
エコ・リサイクル
製品認定制度

県内のリサイクル産業の育成、リサイクル
製品の利用促進を図るために、県内で製造
された再生品のうち、一定の基準を満たす
ものを「石川県エコ・リサイクル認定製品」
として、積極的な利用とPR…をしています。

石川県生活環境部　廃棄物対策課
　循環型社会推進グループ
　TEL：076-225-1471　FAX：076-225-1473

いしかわ
エコデザイン賞
表彰制度

低炭素（地球温暖化防止）、里山里海保全
などの自然共生、資源循環（3R）など、持
続可能な社会の実現に向けて生み出された
石川発の優れた製品やサービスを表彰しま
す。 石川県生活環境部　温暖化・里山対策室

　企画推進グループ
　TEL:076-225-1462　FAX:076-225-1479

いしかわ
エコもの発信力
向上支援事業

環境保全に役立つ石川発の製品・サービス
について、環境面での特長を消費者や顧客
にPRする手法を広報の専門家から学ぶ「い
しかかわエコもの発信塾」（全3回）を開催
します。

介護保険制度の
事業者指定

（居宅サービス）に
関する相談

介護サービス事業を実施するために必要
な介護保険法上の各基準についての情
報提供と実際に事業を始められる方には
事前相談を受け付けています。

石川県健康福祉部　長寿社会課
　在宅サービスグループ
　TEL：076-225-1417　FAX：076-225-1418
金沢市内で介護サービス事業を実施予定の場合は、
金沢市介護保険課（TEL：076-220-2264）までお問
い合わせください。

認可外保育施設の
開設に関する相談

認可外保育施設を開設する際の設置基準
や、設置届出の手続きについての情報提
供や相談を受け付けています。

石川県健康福祉部　少子化対策監室
　子育て支援課　保育グループ
　TEL：076-225-1497　FAX：076-225-1423
金沢市内で認可外保育施設を設置予定の場合は、金
沢市こども政策推進課（TEL：076-220-2299）まで
お問い合わせください。
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障害福祉サービス
等の事業者指定に
関する相談

障害者に対する介護や就労の場を提供す
る障害福祉サービス事業を実施する際の
職員の配置基準や、指定申請の手続きに
ついての情報提供や相談を受け付けてい
ます。

石川県健康福祉部　障害保健福祉課
　企画推進グループ
　TEL：076-225-1428　FAX：076-225-1429
金沢市内で障害福祉サービス事業所を開設予定の
場合は、　金沢市障害福祉課（TEL：076-220-2291）
までお問い合わせください。

【融資】
制度名 制度の概要 問い合わせ先

経営体育成
支援事業

地域の話し合いで決定した、今後地域の
中心となる経営体等が農業経営の発展・
改善を目的として、農業機械や施設を融
資を使って導入する場合、融資残額の自
己負担金に対して、事業費の最大で３／
10まで助成します。

農業参入サポートデスク
　TEL：076-225-1613　FAX：076-225-1618
　（石川県農林水産部　農業政策課…
　　　　　　　　農業参入・経営戦略推進室内）

農業近代化資金
農業へ参入しようとする一般企業が、営
農活動に必要な資金を取扱融資機関（農
協・銀行・信用金庫）から、低利で借り
受ける農業制度資金です。

最寄りの農協等取扱融資機関
　石川県農林水産部　農業政策課
　団体指導グループ
　TEL：076-225-1615　FAX：076-225-1618

経営体育成
強化資金

農業へ参入しようとする一般企業が、営
農活動に必要な資金を日本政策金融公
庫から、低利で借り受ける農業制度資金
です。

日本政策金融公庫金沢支店
　(農林水産事業)
　農業食品課（石川県担当）
　TEL：076-263-6472
最寄りの農協等取扱融資機関
　石川県農林水産部農業政策課
　団体指導グループ
　TEL：076-225-1615　FAX：076-225-1618

林業・木材産業
改善資金

林業・木材産業へ参入しようとする企業
等が、林業・木材産業に取り組むにあた
り必要な資金を無利子で借り受ける制度
資金です。

石川県農林水産部森林管理課
　森林資源利活用グループ
　TEL：076-225-1643　FAX：076-225-1645

経営革新等
支援融資

（経営革新支援分・
　格差対策分）

知事等の承認を受けた経営革新計画に
基づき経営革新をする方に対する低利の
融資制度です。

石川県商工労働部経営支援課　金融グループ
　TEL：076-225-1522
　http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/
　　　　　　　　　　　　kinyuu/youkou.html

地域商工業活性化
融資 （一般分）

設備投資をする方に対する低利の融資制
度です。

事業転換支援融資
（一般分・格差対策分）

新たに違う業種に進出する方（事業転換・
多角化）に対する低利の融資制度です。

経営安定支援融資
（一般分、再生支援分、
  緊急経営安定支援分）

売上高が減少している方等に対する運転
資金の低利の融資制度です。

経営安定支援融資
（資金繰り支援分）

保証協会の保証付き融資の借り換えをさ
れる方に対する低利の融資制度です。

32

第 5章 メニュー別支援施策集



石川県環境保全
資金融資制度

公害防止施設の整備やリサイクル施設の
整備等、環境保全のための施設を整備す
る中小企業者並びにその団体に対する融
資です。 石川県生活環境部環境政策課　企画管理グループ

　TEL：076-225-1463　FAX：076-225-1466
石川県地球温暖化
対策支援融資制度

省エネ設備の導入など中小企業者が取り
組む地球温暖化対策に必要な設備投資
に対する融資です。

石川県産業廃棄物
処理施設整備資金融資制度

産業廃棄物処理施設を整備する中小企
業者並びにその団体に対する融資です

石川県生活環境部　廃棄物対策課
　循環型社会推進グループ
TEL：076-225-1471　FAX：076-225-1473

石川県
バリアフリー施設
整備促進融資制度

公益的施設のバリアフリー化を推進する
ため、民間事業者がバリアフリー条例に
基づいて施設の整備を行う場合、整備に
必要な資金を融資します

石川県健康福祉部　厚生政策課　地域福祉グループ
　TEL：076-225-1419　FAX：076-225-1409
　http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kousei/
　　　　　　　　　　　　bariafree-yuusi.html

【助成】
制度名 制度の概要 問い合わせ先

農業機械施設整備
支援事業

（企業参入型）

農業参入する企業に対し、営農に必要な
機械・施設の整備に要する経費を助成し
ます。

農業参入サポートデスク
　TEL：076-225-1613　FAX：076-225-1618
　(石川県農林水産部農業政策課内)

いしかわ農業参入
支援ファンド事業

条件不利地域など担い手が不足する地域
において、一定規模以上の耕作放棄地
の再生等に取り組む企業や農業法人に対
し、営農が軌道に乗るといわれる５年間、
経営を下支えする支援を行います。

石川県農林水産部農業政策課
………農業参入・経営戦略推進室
　TEL：076-225-1613　FAX：076-225-1618

公益財団法人いしかわ農業総合支援機構
　TEL：076-225-7621　FAX：076-225-7622
　URL：http://www.inz.or.jp/
　E-mail：info@inz.or.jp

耕作放棄地
再生利用緊急対策
交付金

荒廃した耕作放棄地を引き受けて作物生
産を再開する農業者、農業者組織、農業
参入法人等が行う再生作業や土づくり、
作付・加工・販売の試行、必要な施設の
整備等の取り組みを総合的に支援します。

公益財団法人いしかわ農業総合支援機構
　TEL：076-225-7621　FAX：076-225-7622
　URL：http://www.inz.or.jp/
　E-mail：info@inz.or.jp

いしかわ産業化
資源活用推進
ファンド事業

産業化資源を活かした新商品・新サービ
スの開発と販路開拓を支援します。また、
農業者と商工業者の連携による新たな商
品・サービスの開発、異業種からの農業
参入といった農商工連携の取組に対して
も支援します。

県：石川県商工労働部　産業政策課
　　競争力強化推進グループ
　TEL：076-225-1512　FAX：076-225-1514
公益財団法人石川県産業創出支援機構
　　（ISICO）地域振興部
　TEL：076-267-5551　FAX：076-268-1322

中小企業地域資源
活用プログラム

産業化資源を活用して新商品や新サービ
スを開発する中小企業者に対して、補助
金・低利融資などにより総合的な支援を
行います。

国：独立行政法人中小企業基盤整備機構
　　北陸本部　連携推進課
　TEL：076-223-6100　FAX：076-223-5762
県：石川県商工労働部産業政策課
　　競争力強化推進グループ
　TEL：076-225-1512　FAX：076-225-1514
公益財団法人石川県産業創出支援機構
　（ISICO）地域振興部　
　TEL：076-267-5551　FAX：076-268-1322

いしかわ里山振興
ファンド事業

里山里海の資源を活用した生業（なりわ
い）の創出や里山里海地域の振興に係る
事業を支援します。

いしかわ里山づくり推進協議会
（石川県農林水産部　里山振興室）
　TEL：076-225-1631　FAX：076-225-1618
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